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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第５１号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第５号）

議案第５２号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第３

号）

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は７人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。

ただ今から、令和４年第４回月形町議会臨時会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第１号は、お手元に配付のとおりであります。

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

大釜 登 議員

若井 昭二 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程２番 会期の決定

○ 議長 金子 廣司 日程２番 会期の決定を議題といたします。

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日としたいと思います。これにご異

議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日１日と決定い

たしました。

◎ 日程３番 議案第５１号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第５号）

○ 議長 金子 廣司 日程３番 議案第５１号 令和４年度月形町一般会計

補正予算（第５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書３ページをお開きください。ただ今、議題とな

りました議案第５１号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第５号）につい

て、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第５号は、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ８,００９万４,０００円増額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４３億３,１７８万８,０００円とするものであります。
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また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、４ページから５ページの第１表 歳入歳出予算

補正によるものであります。本案につきましては、国が行う電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金給付事業のほか、重点交付金として追加交付さ

れます、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事業及び

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業等に係る予算補正でありま

す。

それでは、１８ページをお開きください。歳出についてです。３款 民生費

１項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費、補正額４,５４８万５,０００円

増額です。説明欄ですが、一つに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

給付事業３４６万１,０００円。国道支出金の精算返納金として返納するもの

でございます。この事業は、令和３年度に補正予算で計上し、一部、令和４年

度に繰り越しておりますが、住民税非課税世帯を中心に、一世帯当たり１０万

円を給付する、全額国費による事業です。この事業の令和３年度分の精算に係

る補助金の返納であります。なお、令和３年度は４７７世帯に１０万円を支給

しております。次に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業

４,２０２万４,０００円であります。この事業は、政府が本年９月２０日に閣

議決定した事業でありまして、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増

を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、一世帯当たり５万円

を支給する、全額国費の事業です。対象となる世帯は基準日の本年９月３０日

において、世帯員全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯や

それと同様の事情にある家計急変世帯等で、本町においては８００世帯を見

込んでおり、交付金として４,０００万円を計上いたしました。説明欄の時間

外勤務手当から複写機賃借料は、本事業における事務費であります。続きまし

て、２０ページ、４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費、

補正額２２６万７,０００円減額。説明欄ですが、病院事業会計への繰出金、

負担金の減額でございます。後ほど、町立病院事業会計の補正予算も提案させ

ていただきますが、病院事業会計の収益的収入及び支出において、予定してお

ります町一般会計からの負担金の一部を減額できる見込みとなったため、一

般会計の繰出金を減額するものであります。続きまして、２目 予防費、補正

額５６５万７,０００円増額。説明欄ですが、まず一つに、新型コロナウイル

ス感染症対策経費、交付金、妊婦生活応援事業２７万円でございます。冒頭、

申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金にお

きましては、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者等の支援

を主たる目的とした、重点交付金が追加交付されることとなり、本町への交付

限度額は２,３７５万１,０００円であります。今回の補正予算では、この交付
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金の活用事業をいくつか計上させていただいておりますが、妊婦生活応援事

業の交付金はその一つであります。事業内容は、出産・育児のための用品の価

格高騰に対する生活支援といたしまして、妊婦１名当たり３万円の月形商工

会商品券を交付させていただくものであります。予算につきましては９名分

を計上しております。続きまして、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推

進事業、５３８万７,０００円であります。これにつきましては、主にオミク

ロン株ワクチンの追加接種実施に伴います、各経費の増額補正でございます。

次に、２２ページ、６款 農林水産業費 １項 農業費 ２目 農業振興費、

１,３７７万５,０００円の増額です。説明欄ですが、新型コロナウイルス感染

症対策経費としまして、農業経営継続支援事業、農業者に対する補助金でござ

います。この事業は、国が行う肥料価格高騰対策事業の上乗せ事業として、農

業者に対して交付し、支援するものであります。上乗せ支援の基本的考えは、

本年の秋肥えと来年の春肥えとして使用する肥料代につきまして、前年度か

らの価格上昇分の１割を助成するものであります。肥料購入についての取り

まとめは、現在、ＪＡ月形町等が行っている途中でありますが、予算計上にあ

たりましては、前年度の肥料の使用数量等を基に単価を置き換えて算出をし

ております。また、肥料価格の上昇は、１．６倍として試算をしておりますが、

価格上昇率は来年の１月頃に決定される、国のものと同じくするため、補助金

の額は現段階では流動的でございます。ちなみに、国、北海道、そして町の支

援を受けた場合、肥料価格高騰分に対します農業者の負担は、２割程度となる

と見込んでおります。続きまして、２４ページ、７款 商工費 １項 商工費

１目 商工業振興費、補正額７０１万８,０００円増額でございます。説明欄

ですが、新型コロナウイルス感染症対策経費としまして、月形町緊急経済対策

地域振興支援交付金、６９６万５,０００円ほかでございます。物価高騰に対

します生活支援と町内消費の喚起を目的に、地域振興商品券を発行するもの

であります。既に予算措置をされており、今年度第２弾として、１２月から全

町民に配付を予定している、１人当たり５,０００円分の商品券の額面を３,

０００円増やしまして、８,０００円とするもので、その経費の補正でござい

ます。続きまして、２６ページ、８款 土木費 ４項 住宅費 １目 住宅管

理費、補正額８３２万６,０００円増額であります。説明欄ですが、定住化促

進事業の月形町あんしん住宅補助金の増額補正でございます。このあんしん

住宅補助金につきましては、住まいのリフォーム、太陽光パネルの設置、建物

の解体・除却に対します補助金でございますが、既に本年度補助金申請が、件

数で３０件、金額では１,３１０万６,０００円となっておりまして、今後の申

請の見込みを加味すると８３２万円の予算が不足となるため補正をさせてい

ただくものであります。次に、２８ページ、１０款 教育費 １項 教育総務
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費 ３目 教育振興費、補正額２１０万円増額であります。説明欄ですが、新

型コロナウイルス感染症対策経費といたしまして、特別支援金を交付をする

ものでございます。この特別支援金ですが、物価高騰の中で経済的に厳しい状

況に置かれております、大学生等を支援するものでありまして、対象は大学院、

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、予備校に通われる生徒さんで、本

人または保護者等が本年１０月１日現在、月形町の住民であることといたし

ます。支援金は、大学生等１人当たり３万円といたしまして、予算は７０名分

を計上しております。

１２ページをお開きください。歳入であります。１４款 国庫支出金 １項

国庫負担金 ２目 衛生費国庫負担金、補正額２３２万３,０００円増額。説

明欄ですが、記載のとおりでございます。２項 国庫補助金 １目 総務費国

庫補助金、２,３７５万１,０００円増額、説明欄、記載のとおりでございます。

２目 民生費国庫補助金４,２０２万４,０００円増額、説明欄、記載のとおり

でございます。３目 衛生費国庫補助金、３０６万２,０００円増額、説明欄、

記載のとおりでございます。１４ページでございます。１９款 繰越金 １項

繰越金 １目 繰越金、補正額８９３万２,０００円増額。令和３年度からの

繰越金でございまして、９,１６７万５,０００円の内、今回の補正予算で３,

０８１万９,０００円を予算計上することとなります。次に、１６ページ、２

０款 諸収入 ５項 雑入 ５目 雑入、補正額２,０００円増額。説明欄、

記載のとおりでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 ２３ページ、農林水産業費、農業振興費、新型コロナウ

イルス感染症対策経費で、今回、補助金として農業経営継続支援事業が行われ

るということでございますが、まず１点目、町が１割を補助するというご説明

で、国と道と、それから町の１割を合わせて、農業者の負担としては２割程度

と説明があったんですが、国と道で７割、町は１割と、そういうふうな理解で

よろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 今回、肥料の高騰ということで、国及び道も補

助金を考えているというところでございます。一番早く国の方が示されてお

り、肥料法対象の肥料全般ということで、高騰分に低減率が０．９を掛けて、

それの７割という補填率でございます。それを勘案しますと、国の方では約６

２％程度の補助率ということになります。道の補助率を計算しますと、額面で
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いいますと約５％程度ということと、町の方が１割負担ということで、だいた

い農業者の負担が２０％程度になるというような計算になります。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 国が０．９の７割ということで６２％、道が５％、町が

１割で合わせて７７％で、農業者負担２割程度ということで、分かりました。

この肥料の高騰分について補助金を出すという町の決定につきまして、ど

ういう経緯でそういうふうなことをしようとされたのか、教えてください。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 今回、このコロナ対策の交付金の目的という

のが、物価高騰ですとか肥料の高騰ですとか、そういったことについても対象

になっているということで、肥料価格が上がっているということが、農業関係

者の中で非常に問題になっていることから、町としても取り組みたいという

ことで、今回、ご提案させていただいた次第でございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 ちなみに、他町村の取組は参考にされたのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 他町村については、取り組まれているところ

がありますけれども、具体的にどこだ、というところまでは把握はしてござい

ません。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 一農業者としましては、他町村の動きについてもいろ

いろ情報が入ってきます。その中で、他町村はこういうことをしているよ、じ

ゃあうちの町はどうなんだ、というふうなことは、これは農業ばかりじゃなく

て、商工業だとかもそうだと思うんですが、そういうところがありますので、

周りの取組も含めた上で、今後、検討していただきたいと思います。以上です。

○ 議長 金子 廣司 ほかに質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ２５ページ、商工費、商工振興費、地域振興券について

は、１２月に交付するということで、分かりました。それで、２１ページ、衛

生費の妊婦生活応援事業の商品券なんですけれど、これについては、いつ配付

して、それから、地域振興券もそうですが、商品券の使用期限がいつまでか、

教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 妊婦生活応援事業に関しましては、対象者と

して令和５年３月３１日までに妊娠届があった方と考えております。地域振

興券とは違って、商工会の商品券をその度ごとに買い上げてお渡しをすると
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いうふうに考えていまして、商工会の商品券は６ヶ月の期限となりますので、

お渡しした日から６ヶ月の使用期限になります。事前に買い上げることにな

りますと、妊娠届がどのくらい来るのかわからないので、無駄が発生する可能

性があるのと、期限が短くなってしまうだろうということで、このような方法

を取ることにしております。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 地域振興商品券につきましては、１２月１日

からの配付を予定しておりまして、使用期限については、翌年の２月２８日ま

でという形になります。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 妊婦の部分については６ヶ月間ということなんですけ

れど、地域振興券は２月末までとなると、１２月１日配付ですから３ヶ月です

よね。これは、どうして３ヶ月ということにしたんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 前回、第１弾で実施したものにつきましても、

７月の初旬に交付いたしまして、９月末日までという形で実施しております

ので、それに合わせて期間を設定させていただきました。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。もう１点なんですけれども、２１ページ、

新型コロナウイルスのワクチンの関係で、今、第７波が下げ止まりの状況で、

第８波が間違いなく来ると言われており、国の方もワクチンについては３ヶ

月に短縮するということなんですけれど、それに関する情報についてはどう

なんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 今日も実は自治体のオンラインの説明会があ

るんですけれども、３ヶ月に短縮するということは決定されておりまして、月

形町としても従来型のワクチンを接種されている方については、速やかに接

種ができるように計画中でございます。従来型のワクチンをお受けになって

いる方については、８月に施設に入所されている方々が、まず対象になってく

るということになりまして、一般の方につきましては、９月２２日に新たな接

種を開始しているんですけれども、９月２２日に接種している方々だけが、従

来型のワクチンとなってしまっていますので、その方々については、１２月、

１月くらいのできるだけ早い時期に接種したいということで、現在、日程を調

整しているところでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 今、ＢＡ．５ですけども、いろいろな記事を読みますと、



令和４年第４回臨時会（１０月２４日）

7

諸外国では、また新たな新型コロナウイルスが出ているということで、当然ま

だ、そのワクチンはできてないわけですから、ＢＡ．５に対応したワクチンを

打つということで、確認ですけど、よろしいですね。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 １０月に接種したワクチンはＢＡ．１対応で

したけれども、今月中にＢＡ．４と５に対応したワクチンが入ってくることに

なっております。ですので、１０月３１日から５９歳以下の方の接種を開始し

ますけれども、こちらについては、ＢＡ．４と５対応のワクチンを使用する予

定です。ただし、刑務所の受刑者を含めた全ての方々に接種できるだけのワク

チンが入る見込みがまだ立っていない状況にありますので、全員がそれでで

きるかどうか、今、申し上げることは難しいところですけれども、国の方は、

ＢＡ．１も４と５のワクチンもそれほど大きな違いはないというふうに言っ

ておりまして、こちらとしては、その時に接種できるワクチンを無駄なく接種

していきたいと考えております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 ほかに質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５１号は原案のとおり可決することにしたいと思

います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに

決定いたしました。

◎ 日程４番 議案第５２号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 日程４番 議案第５２号 令和４年度国民健康保険月

形町立病院事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書３３ページをお開きください。ただ今、議題と

なりました、議案第５２号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第３号）について、ご説明申し上げます。第２条 収益的収入及び

支出の予定額の補正でありますが、収入の部 １款 病院事業収益 １項

医業収益、３４１万１,０００円増額。２項 医療外収益、１３３万３,０００
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円増額。計４７４万４,０００円増額をしまして、病院事業収益の総額を６億

５,９４９万１,０００円とするものであります。支出の部 １款 病院事業

費用 １項 医業費用、４７４万４,０００円増額し、病院事業費用の総額を

病院事業収益の総額と同様の６億５,９４９万１,０００円とするものであり

ます。本案につきましては、町から受託する新型コロナウイルスワクチン接種

業務に係る必要経費等について、予算補正をするものであります。

それでは、４２ページをお開きください。収益的支出についてでございます。

１款 病院事業費用 １項 医業費用 １目 給与費、補正予定額７４万円

増額。新型コロナウイルスワクチン接種業務を受託するにあたりましての、医

師の報酬でございます。２目 材料費、４００万円増額。この後、収益的収入

で出てまいりますが、新型コロナウイルス患者等の入院医療を提供する医療

機関等を支援するための北海道からの補助金、感染症病床確保促進事業補助

金でございますが、これに対応いたします診療材料費の追加調達でございま

す。３目 経費、４,０００円増額。説明欄、記載のとおりでございます。４

０ページをお開きください。１款 病院事業収益 １項 医業収益 ４目

その他医業収益、補正予定額３４１万１,０００円増額。説明欄、記載のとお

りでございます。２項 医業外収益 １目 他会計負担金、２２６万７,００

０円の減額でございます。町一般会計からの負担金の減額でございまして、町

立病院事業会計におきまして、新型コロナウイルスワクチン接種、それから、

北海道等の補助事業実施による収入増により、財源調整をするものでござい

ます。次に、５目 補助金、補正予定額３６０万円増額。先ほど申し上げまし

た北海道からの補助金の補正でございます。

３３ページをお開きください。補正予算、第３条 議会の議決を経なければ

流用することができない経費、給与費でございますが、７４万円増額をしまし

て、４億６２２万４,０００円に改めるものであります。

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ４３ページ、旅費交通費の４,０００円なんですけれど、

ちょっと聞きたいのですが、会計年度が終わるまで、まだ数ヶ月あるんですけ

れど、なぜこの４,０００円というのを、今、上げたんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 病院事務長 高田 恵一 今回、追加で接種委託業務を受けるにあたりま

して、医師報酬の補正予算を上げてございますが、既存の予算から新たに委託

を受けるにあたりまして、４,０００円程、医師の交通費が不足するという積
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算になりましたので、今回補正しております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 これは、流用だとかでできなかったんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 病院事務長 高田 恵一 基本的には、報酬に関しても補正しております

ので、今回は同じ事業での補正になりますので、補正予算の対応としておりま

す。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 ほかに質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５２号は原案のとおり可決することにしたいと思

います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに

決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 以上で本臨時会に付議されました案件は、全て終了し

ました。会議を閉じます。これをもって令和４年第４回月形町議会臨時会を

閉会いたします。

（午前１０時３４分閉会）


